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「ドコモ ガス Supplied by 東邦ガス」ガス販売に関する重要事項説明 

 

このたびは、株式会社 NTT ドコモ（以下「当社」といいます。）が取次として販売し、東邦瓦斯株式会社（以下「ガス小売事業者」といいます。）がガスを供給する

「ドコモ ガス Supplied by 東邦ガス」（以下「ドコモ ガス」といいます。）の提供にあたり、本書面（以下「本重要事項説明書」といいます。）では、お客さまにあらか

じめご確認いただきたい事項を説明しております。「ドコモ ガス Supplied by 東邦ガス 基本約款」および料金等を別途定める選択約款等(以下これらを総称して「約

款」といいます。)、本重要事項説明書ならびに「ドコモ ガス d ポイント提供条件」に記載の内容にあらかじめご了承いただいたうえで、お申込みください。 

 

ガス小売事業者（ガスの供給者） 
東邦瓦斯株式会社 〒456-8511 名古屋市熱田区桜田町 19 番 18 号（登録番号：A0025） 

・ ガスの供給は、ガス小売事業者から行われます。 
 

取次事業者（お客さまとのガス使用契約の契約者） 
株式会社ＮＴＴドコモ 

・ ガス小売事業者によるガス供給を取次し、お客さまとガス使用契約（以下「本契約」といいます。）を締結いたします。 
 

供給エリア 
・ 一般ガス導管事業者が定める託送供給約款別表第 12 の供給区域といたします。 
 

お問い合わせ先 
お問い合わせの内容 連絡先 時間帯 

「ドコモ ガス」のお申込み、ご契約等に関する

お問い合わせ 

ドコモでんき/ガスセンター 0120-048-360 ※1 午前 9:00～午後 8:00  

（年中無休） 

ガス小売供給に関するお問い合わせ 東邦ガス おトクダイヤル(ガス) 0570-019104（ナビダイヤル） 

052-848-2495 ※2 

月～金曜日  

午前 9:00～午後 7:00 

※4 

ガス漏れに関するお問い合わせ 東邦ガスネットワーク株式会社 愛知県にお住まいのお客さま 

052-872-9238 ※3 

岐阜県にお住まいのお客さま 

058-272-0088 ※3 

三重県にお住まいのお客さま  

059-224-0225 ※3 

24 時間受付 

（年中無休） 

 

※1 一部の IP 電話からは接続できない場合があります。 

※2 IP 電話・海外からご利用の場合におかけください。 

※3 ガス漏れ専用窓口のため、他のお問い合わせに応じることはできません。 

※4 土曜、日曜、祝日、12 月 29 日～1 月 3 日を除きます。 

 

お申込み方法 
・ お申込みの際は、お客さまの氏名、住所、連絡先等当社が必要と認める事項を明らかにし、所定の方法により申し込んでいただくほか、必要に応じてそれらを証

明するものを提示していただくことがあります。なお、本契約のお申込みにあたっては、当社が別に定める d アカウント規約に定める d アカウントが必要です。 

・ お引越し等により新たにガスを使用する場合、がすてきトクトク料金はガスの適用開始日から同日が属する月の翌月を起算月として 24 か月目の月の定例検針

日まで、また家庭用床暖房契約（床暖トクトク料金）（以下「床暖トクトク料金」といいます。）および家庭用調理・温水・暖房契約（あったかトクトク料金）

（以下「あったかトクトク料金」といいます。）はガスの適用開始日から同日が属する月の翌月を起算月として 12 か月目の月の定例検針日までを最低利用期間

として契約を継続していただきます。 

・ ガス小売事業者、その取次店または他のガス小売事業者からの切替の場合、または当社の他のガス使用契約から変更する場合は、がすてきトクトク料金はガス

の適用開始日から同日が属する月を起算月として 24 か月目の月の定例検針日まで、また床暖トクトク料金およびあったかトクトク料金はガスの適用開始日から

同日が属する月を起算月として 12 か月目の月の定例検針日までを最低利用期間として契約を継続していただきます。 

・ なお、最低利用期間中に解約をされた場合でも、解約にともなう違約金および解約日から最低利用期間の終了日までの料金は発生いたしません。 

・ 最高圧力を超えるガスの使用のお申込みがある場合には、ガス小売事業者はお客さまと協議のうえ、圧力を定めてそのガスを供給することがあります。 

・ 当社は、次の場合その他必要がある場合には、そのお申込みを承諾しないことがあります。 

(1) お客さまが、本契約のお申込みやその他の場合に、お客さまの氏名、住所およびその他お申込みの内容について、事実に反するお申出を行った場合。 

(2) お客さまが、他の契約（すでに消滅しているものを含みます。）の支払期限日を経過してなお、料金をお支払いいただけない場合。 

(3) お客さまが当社と契約している回線契約（以下「回線契約」といいます。）およびその他のサービスについて、支払期限日を経過してなお、料金をお支払いいただ

けない場合。 

(4) お客さまが法人名義でお申込みされた場合。 

(5) お客さまが、ガス小売事業者とのガス使用契約上、1 つの契約に 2 つ以上のガスメーターが存在する場合。 

(6) お客さまが、ガス小売事業者とのガス使用契約におけるガス料金の請求方法について、一括請求もしくは分割請求を選択中の場合。 

(7) その他約款に定める場合。 
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契約の成立 
・ 本契約は、当社が、お客さまからのお申込みを承諾したときに、お客さまと当社の間で成立します。ただし、本契約に基づくガス小売事業者からお客さまへのガス供

給を行うための託送供給契約の締結につき、関連する一般ガス導管事業者からの承諾が得られないことが明らかとなった場合には、本契約は当初にさかのぼって

その効力を失うものとします。 
・ 契約期間は、本契約が成立した日から、解約により本契約が終了する日までといたします。 
 

適用開始日 
・ ガス小売事業者、その取次店または他のガス小売事業者からの切替の場合、および当社の他のガス使用契約から変更する場合は、原則として、契約成立日以

降、所定の手続きを完了した後の翌々定例検針日の翌日といたします。具体的な適用開始日は、「ドコモ ガス 契約申込書」等にてお客さまにお知らせいたしま

す。 
・ お引越し等により新たにガスの供給を受ける場合は、原則としてお客さまの希望する日といたします。 
・ 適用開始日の直前にお申込みをキャンセルされる場合、キャンセルのお手続きに必要な時間を十分に確保できず、本契約の供給が開始してしまう場合があります

ので、ご注意ください。 
 

料金プランと適用条件 
・ 以下の料金プランの適用条件を満たす場合、お客さまのご希望に応じて、「がすてきトクトク料金」、「床暖トクトク料金」、「あったかトクトク料金」のいずれかの料金

プランを適用いたします。 
・ ガス使用開始時の所有機器確認において、お客さまが適用を希望される選択約款の適用条件と一致しないことが判明した場合、所有機器情報にもとづき当社

が適用可能な選択約款に変更することを事前に承諾いただきます。なお、適用する選択約款については、書面にてお知らせいたします。 

料金プラン 適用条件 

がすてきトクトク料金 2 年間以上の適用を希望されること。 

床暖トクトク料金 

 

標準プラン（家庭用床暖房契約２種）（以下「標準プラン」といいます。）は以下のいずれかの条件を満たしていること。 

①専用住宅において、居室にガス温水式床暖房を設置し、使用されていること。※1 

②専用住宅において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用されていること。※1 

③併用住宅において、居室にガス温水式床暖房を設置し、使用されていること。※1※2 

④併用住宅において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用されていること。※1※2 

エコジョーズプラン（家庭用床暖房契約 1 種）（以下「エコジョーズプラン」といいます。）は以下のいずれかの条件を満たしていること。 

①専用住宅において、居室にガス温水式床暖房を設置し、使用されるとともに、家庭用高効率ガス給湯器を使用されていること。

※1 

②専用住宅において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用されるとともに、家庭用高効率ガス給湯器を使用

されていること。※1 

③併用住宅において、居室にガス温水式床暖房を設置し、使用されるとともに、住居部分で家庭用高効率ガス給湯器を使用され

ていること。※1※2 

④併用住宅において、居室に家庭用セントラルヒーティングシステムを設置し、使用されるとともに、住居部分で家庭用高効率給湯

器を使用されていること。※1※2 

あったかトクトク料金 

 

あったかトクトク料金は以下のいずれかの条件を満たしていること。 

①専用住宅において、風呂・給湯にガス温水機器を使用し、あわせてガス調理機器、ガス暖房機器を使用されていること。※1 

②併用住宅の住居部分において、風呂・給湯にガス温水機器を使用し、あわせてガス調理機器、ガス暖房機器を使用されているこ

と。※1※2 
※1 ガス小売事業者は、対象機器の設置・使用状況の確認のため、ご連絡の上、お宅にお伺いする場合があります。機器撤去等により約款に定められる適用

条件を満たさなくなった場合、当社へ速やかにご連絡をお願いいたします。 

※2 併用住宅は、ガスメーターの能力が１０立方メートル毎時以下に限ります。 

 

ガス料金の算定方法・算定期間 
・ 一般ガス導管事業者が託送供給約款に基づき検針し、ガス小売事業者がガスご使用量の算定を行います。当社はガス小売事業者より通知を受けたガスご使

用量に基づき、当社の約款の定めに従いガス料金を算定いたします。 

・ ガス料金は、料金プランに応じた料金表を適用して１か月のガスご使用量に基づき、「基本料金」、「従量料金（※）」および「割引額（割引制度を適用してい

る場合）」からそれぞれ消費税相当額を除いた金額（端数は四捨五入）の合計に対し、消費税相当額を加えた金額（端数は切り捨て）とします。※「従量

料金」は、調整単位料金に基づき算出いたします。調整単位料金は、基準単位料金をもとに原料価格の変動に応じて毎月調整いたします。実際に適用される

基本料金および従量料金の調整単位料金は、当社ホームページにてご確認ください。 
≪ガス料金 = 基本料金 + 従量料金（原料価格により調整単位料金が変動いたします。）≫ 

・ 一般ガス導管事業者は、原則として、あらかじめ定めた毎月 1 度の検針日に、前回の検針日および今回の検針日のガスメーターの読みにより、その料金算定期

間のガスご使用量を算定いたします。料金の日割計算を行う場合を除き、1 料金算定期間（原則として、検針日の翌日から次の検針日までの期間を指します。）

を「1 か月」として料金を算定いたします。 
・ 新たなガスの使用開始や解約等、約款に定める場合で料金算定期間が 29 日以下または 36 日以上となる場合や検針日の翌日から次の検針日までの期間が

24 日以下または 36 日以上となる場合には、基本料金を日割計算してガス料金を計算します。ただし、当社またはガス小売事業者の都合で料金算定期間の

日数が 36 日以上になった場合を除きます。 
・ なお、料金表において「暖房期」とは、12 月使用分（11 月検針日の翌日から 12 月検針日まで）から４月使用分（３月検針日の翌日から４月検針日ま

で）までの５か月間をいい、「暖房期を除く期間」とは、５月使用分（４月検針日の翌日から５月検針日まで）から 11 月使用分（10 月検針日の翌日から

11 月検針日まで）までの７か月間をいいます。 
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原料費調整制度に基づく調整単位料金 
・ 原料費調整制度に基づき、調整単位料金は、毎月、基準平均原料価格と平均原料価格の差額に応じて、次のとおり算定いたします。なお、それぞれ算定期間

の最終月から 3 か月後の検針分に適用いたします。 

(1) 毎月、平均原料価格が基準平均原料価格を上回りまたは下回る場合は、次の算式により算定いたします。 

① 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり）＝基準単位料金＋0.081 円×原料価格変動額／100 円×（１＋消費税率） 

② 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

調整単位料金（１立方メートル当たり）＝基準単位料金－0.081 円×原料価格変動額／100 円×（１＋消費税率） 

(2) 前項の基準平均原料価格、平均原料価格および原料価格変動額は、以下のとおりといたします。 

① 基準平均原料価格（トン当たり） 

83,350 円 

② 平均原料価格（トン当たり） 

約款に定められた各３か月間における貿易統計から算定したＬＮＧ平均価格およびＬＰＧ平均価格をもとに算定いたします。ただし、料金プランががす

てきトクトク料金の場合、その金額が上限価格（133,360 円）以上となったときは、133,360 円といたします（※）。 

※がすてきトクトク料金を除くその他の料金プランには、上限価格の設定はありません。そのため、原料価格の変動分がすべてガス料金に反映されます。 

③ 原料価格変動額 

次の算式で算定し、算定結果の 100 円未満の端数を切り捨てた 100 円単位の金額といたします。 

イ) 平均原料価格が基準平均原料価格以上のとき 

原料価格変動額＝平均原料価格－基準平均原料価格 

ロ) 平均原料価格が基準平均原料価格未満のとき 

原料価格変動額＝基準平均原料価格－平均原料価格 

・ 平均原料価格が上限価格を継続して超過する場合等には、民法第 548 条の 4 および約款の規定に従い上限価格を見直すことがあります。 

・ 各月に適用する調整単位料金はドコモでんきサイトにてお知らせいたします。最新の調整単位料金については、ドコモでんきサイトにてご確認ください。 

 

ガス料金の割引制度 
・ 床暖トクトク料金 標準プランを適用するお客さまは、以下に定める割引制度の適用条件を満たす場合、ガス料金に対する割引の適用をお申込みいただくことが

できます。 

・ ガス使用開始時の所有機器確認において、所有機器情報に基づき当社が適用可能な割引制度を適用することを事前に承諾いただきます。なお、適用する割

引制度については、書面にてお知らせいたします。 

※ 割引率は、料金表で算定したガス料金から割引する率です。 

 

・ 床暖トクトク料金 エコジョーズプランを適用するお客さまは、以下に定める割引制度の適用条件を満たす場合、ガス料金に対する割引の適用をお申込みいただく

ことができます。 

・ ガス使用開始時の所有機器確認において、所有機器情報に基づき当社が適用可能な割引制度を適用することを事前に承諾いただきます。なお、適用する割

引制度については、書面にてお知らせいたします。 

※ 割引率は、料金表で算定したガス料金から割引する率です。 

 

・ あったかトクトク料金を適用するお客さまは、以下に定める割引制度の適用条件を満たす場合、ガス料金に対する割引の適用をお申込みいただくことができます。 

・ ガス使用開始時の所有機器確認において、所有機器情報に基づき当社が適用可能な割引制度を適用することを事前に承諾いただきます。なお、適用する割

引制度については、書面にてお知らせいたします。 

割引制度 適用条件 期間 割引率※ 割引上限額（税込） 

乾燥割引 

居室でガス暖房機器をご使用で、あわせて住居部分において

ガス温水式浴室暖房乾燥機もしくはガス衣類乾燥機をご使

用されていること 

通年 5% 3,300 円/月 

※ 割引率は、料金表で算定したガス料金から割引する率です。 

  

割引制度 適用条件 期間 割引率※ 割引上限額（税込） 

乾燥割引 
住居部分においてガス温水式浴室暖房乾燥機もしくはガス衣

類乾燥機をご使用されていること 
通年 5% 3,300 円/月 

エコウィル割引 
住居部分において家庭用コージェネレーションシステムをご使用

されていること 
通年 5% 3,300 円/月 

エコウィル乾燥割引 乾燥割引およびエコウィル割引の適用条件を満たすこと 通年 10% 3,300 円/月 

割引制度 適用条件 期間 割引率※ 割引上限額（税込） 

乾燥割引 
住居部分においてガス温水式浴室暖房乾燥機もしくはガス衣

類乾燥機をご使用されていること 
通年 5% 3,300 円/月 



4 
 

ガス料金の支払方法 
・ 特定回線（本契約について、お客さまが指定する 5G、FOMA または Xi（当該契約約款に規定するものをいいます。）をいい、以下同じとします。）を指定して

いるお客さまは、原則、ガス料金を、当社が別途定める支払期限日までに回線契約のご利用料金と併せてお支払いいただきます。この場合、支払方法、支払期

限日および請求方法等は、回線契約に係る契約約款の定めを準用するものといたします。 

・ 特定回線を指定していない、または特定回線を指定しており回線契約のご利用料金と併せてのお支払いを希望しないお客さまは、ガス料金を、当社が別途定める

支払期限日までに①口座振替、②クレジットカード払いまたは③当社所定の払込票（請求書）によりお支払いいただきます。 

・ 上記①または②において口座振込案内書またはクレジットカード利用案内書の発行を希望する場合は、請求書等発行手数料として 253 円（税込）/通、上記

③の場合は、請求書等発行手数料として 253 円（税込）/通および請求書取扱事務手数料として 220 円（税込）/通をお支払いいただきます。 

・ ガス料金のご請求は、検針日が属する月の翌々月（以下「請求月」といいます。）となります。検針等のスケジュールその他の都合により、ご請求が翌々月以降に

なる場合があります。 

・ 特定回線を指定していない、または特定回線を指定しており回線契約のご利用料金と併せてのお支払いを希望しないお客さまが、ガス料金を口座振替または払

込票（請求書）によりお支払いいただく場合で、お客さまに奇数月にご請求するガス料金が、当社が別に定める額に満たない場合は、当該奇数月にご請求する

ガス料金と、その翌月にご請求するガス料金を合算して、当該翌月に請求する場合がございます。なお、毎月の請求を希望される場合は、「翌月合算請求拒否」

をお申出ください。 

・ お客さまとガス小売事業者との契約によりガス小売事業者が提供する有料付帯サービス契約料金（らくらくメンテ、らくらく暮らしサポート、警報器リース、お見張りサ

ービス（自動通報サービス）、その他のガス料金と合算して請求を行うサービス等の料金をいい、以下「付帯サービス料金」といいます。）は、ガス料金と合算して

請求いたします。なお、付帯サービス料金の支払義務発生日、明細書の通知方法および支払期限日は、ガス料金と同様といたします。 

・ 支払期限日を経過してなお、料金をお支払いいただけない場合、支払期限日の翌日から支払いの前日までの期間の日数に応じて延滞利息をお支払いいただくこ

とがあります。 

 
導管、ガスメーターその他の設備に関する費用負担について 
・ 本契約のお申込みに伴いガス工事を必要とする場合は、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款（以下「ガス工事約款」といいます。）に基づき、一般ガス

導管事業者へガス工事をお申込みいただきます。 

・ 内管、ガス栓、その他お客さまの資産となる約款に定める境界線からガス栓までの供給施設（お客さまのために設置されるガス遮断装置、昇圧供給装置および

整圧器等（以下「お客さま所有の供給施設」といいます。））はお客さまの所有とし、お客さまの費用負担で設置および修繕していただきます。 

・ ガスメーターは一般ガス導管事業者が所有するものを設置し、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。 

・ 供給管は一般ガス導管事業者が所有し、これに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし、お客さまの都合で供給管の位置替えを行う場

合は、これに要する工事費はお客さまにご負担いただきます。 

・ 本支管および整圧器（お客さまのために設置される整圧器は除きます。）は、一般ガス導管事業者の所有とし、一般ガス導管事業者が定めるガス工事約款に

定める差額が生じた場合は、その差額に消費税相当額を加えたものを工事負担金としてお客さまにご負担いただきます。 

・ その他設備に関するお客さまの費用負担については、一般ガス導管事業者のガス工事約款の定めに従うものとします。 

・ お客さまは、圧縮ガス等を併用する場合等、ガスが逆流するおそれがある場合には、一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者が認めた安全

装置を設置していただきます。この場合、安全装置はお客さまの所有とし、その設置に要する費用をご負担していただきます。 

・ 上記費用のうち、本契約に基づくものは、当社、ガス小売事業者または一般ガス導管事業者が別途指定する方法により支払うものとします。 

 

その他の費用について 
・ お客さまは、ガス小売事業者を通じて一般ガス導管事業者にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料をご負担していただきます。

ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は一般ガス導管事業者が負担いたします。 

・ お客さまは、内管、昇圧供給装置、ガス栓についてはガス小売事業者を通じて一般ガス導管事業者に、消費機器についてはガス小売事業者に、それぞれ法令

等に定める基準に適合しているかについての検査を請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかにかかわらず、検査料

をご負担していただきます。 

・ 上記費用のうち、本契約に基づくものは、当社、ガス小売事業者または一般ガス導管事業者が別途指定する方法により支払うものとします。 

 

供給圧力や熱量等 
・ ガス小売事業者が供給するガスの圧力、熱量、ガスグループおよび燃焼性は、次のとおりです。 

供給圧力 熱供給量 ガスグループ ウォッベ指数 燃焼速度 

最高圧力・・・2.5kPa 標準熱量・・・45MJ 
13A 

最高ウォッベ指数：57.8 最高燃焼速度：47 

最低圧力・・・1.0kPa 最低熱量・・・44MJ 最低ウォッベ指数：52.7 最低燃焼速度：35 
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ガスの供給および保安等に関するお客さまのご協力 
・ ガスの供給にあたり、以下の事項にご協力いただきます。（詳しくは、約款および託送供給約款をご確認ください。） 
(1) ガス小売事業者または一般ガス導管事業者は、検針や検査および調査のための作業、供給施設の設計、施工または維持管理に関する作業等を実施するため、

お客さまの土地および建物に立ち入らせていただきます。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾していただきます。 

(2) ガス小売事業者がガスの使用に伴う危険の発生を防止するためにお知らせした事項等を遵守して、ガスを適切かつ安全に使用していただくとともに、保安業務に

協力するよう努めていただきます。また、仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、保安業務に協力していただきます。 

(3) ガス漏れを感知したときは、ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して、一般ガス導管事業者に通知していただきます。この場合、一般ガス導管事業

者は、ただちに適切な処置をとります。 

(4) ガス小売事業者または一般ガス導管事業者は、ガスの供給または使用が中断された場合、マイコンメーターの復帰操作をしていただく等お客さまに当社、ガス小

売事業者または一般ガス導管事業者がお知らせした方法で、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作をお客さまにしていただく場合があります。供給

または使用の状態が復旧しないときは、一般ガス導管事業者に通知していただきます。 

(5) お客さまは、ガス小売事業者または一般ガス導管事業者からのお知らせを受けたときは、ガス事業法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、または使用

を中止する等所要の措置をとっていただきます。 

(6) 当社、ガス小売事業者または一般ガス導管事業者は、保安上必要と認める場合には、お客さまの構内または建物内に設置した供給施設、消費機器について、

修理、改造、移転もしくは特別の施設の設置を求め、または使用をお断りすることがあります。 

(7) お客さまは、一般ガス導管事業者が設置したガスメーター等については、検針および検査、取り替え等維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。 

(8) 一般ガス導管事業者は、必要に応じてお客さまの供給施設の管理等についてお客さまと協議させていただくことがあります。 

(9) その他保安について、約款の「保安に対するお客さまの協力」「お客さまの責任」に定められた項目を遵守していただきます。 

・ お客さま所有の供給施設については、お客さまの責任において管理していただきます。また、一般ガス導管事業者は、ガス事業法およびこれに基づく命令（以下

「ガス事業法令」といいます。）の定めるところにより、お客さま所有の供給施設について検査および緊急時の応急措置等の保安責任を負います。なお、お客さま

が一般ガス導管事業者の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、一般ガス導管事業者は賠償の責任を負いません。 
・ 一般ガス導管事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、内管およびガス栓等の供給施設について、お客さまの承諾を得て検査し、その結果を速やかにお知

らせします。ガス小売事業者は、ガス事業法令の定めるところにより、屋内に設置された消費機器について、お客さまの承諾を得て、ガス事業法令で定める技術上

の基準に適合しているかどうかを調査し、ガス事業法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、そのお客さまにガス事業法令に定める技術上の基準に

適合するよう改修し、または使用を中止する等所要の措置およびその措置をとらなかったときに生ずべき結果をお知らせいたします。 
・ ガス小売事業者がお客さまに対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、ガス事業法令の定めるところにより、書面または電磁的方法等を通じて必要な

事項をお知らせすることに、あらかじめ承諾していただきます。 
 

お客さまからの本契約の解約・変更の方法およびご注意事項 
・ 他のガス小売事業者へのスイッチング（切替）による解約の場合は、当社にご連絡いただく必要はありません。スイッチング（切替）後のガス小売事業者へお申

込みください。 
・ お引越しや上述以外の理由による解約および契約内容の変更については、お近くのドコモショップおよびドコモでんき/ガスセンターにて承ります。ガスの使用を廃止

する場合には、あらかじめその廃止の期日を通知していただきます。この場合、当社は、その廃止の期日をガス小売事業者によるガス供給の終了日とし、本契約の

終了の処置を行った日を解約日といたします。ただし、特別の理由なくして、当社がガス使用廃止の期日後にその通知を受けた場合には、ガス使用廃止が行われ

た日をガス小売事業者によるガス供給の終了日とし、本契約の終了の処置を行った日を解約日といたします。 

・ 本契約を適用開始日から 1 年未満に解約され、その後 1 年未満に同一需要場所において再度お申込みいただいた場合等は、これを承諾しないことがあります。 
・ 契約内容の変更に伴い、供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、インターネット上での開示、または郵送、電子メール、その他当社が適

当と判断した方法（以下「当社が適当と判断した方法」といいます。）により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、

記載します。契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行い、当社およびガス小売事業者の名称および住所、契約年月日、当

該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。 

 

供給または使用の制限等 
・ ガス小売事業者または一般ガス導管事業者は、災害等その他の不可抗力が生じた場合や保安上またはガスの安定供給上必要な場合等には、ガスの供給を制

限もしくは中止をする場合があります。 
 

書面の交付等 
・ 約款は、ドコモでんきサイトの対象ページに掲載（https://denki.docomo.ne.jp/terms/index.html?service=gas#gas）しております。また、お客さま

と当社との間で契約が成立した場合、ガス事業法第 15 条に基づく本契約に関する供給条件を記載した書面については、遅滞なく、当社が適当と判断した方法

によりお客さまに交付するものとし、お客さまは、この点につきあらかじめ承諾していただきます。 
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当社からの本契約の変更・解約 
・ 一般ガス導管事業者が定める託送供給約款の変更・法令の改正、その他当社が必要と判断した場合には、民法第 548 条の 4 に定める定型約款変更の規

定により、お客さまの了承を得ることなく、約款を変更する場合があります。その場合には、原則として、変更する旨および変更後の内容ならびに変更の効力発生

日を、当社が適当と判断した方法によりお知らせします。この変更に伴い、供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した

方法により行い、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適

当と判断した方法により行い、当社およびガス小売事業者の名称および住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。 

・ 上記にかかわらず、約款の変更が、法令の制定または改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更や、その他のガス小売供給に係る条件の実質的な変更を伴わ

ない場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付するこ

となく説明することおよび契約締結後の書面交付をしないことについて、あらかじめ承諾していただきます。 

・ 以下のいずれかに該当する場合には、当社は本契約の解約を申し出ることができるものとします。以下の(1)の場合は解約予告を通知するものとします。 

(1) お客さまが本契約または当社との他の契約（すでに消滅しているものを含みます。）に基づく料金を、その支払期限日を経過してもなお、お支払いいただけない場

合。 

(2) お客さまに契約違反があった場合。 

(3) ガス小売事業者の責めによらない事由によりガスの供給が不可能または著しく困難な場合。 

・ 以下のいずれかに該当する場合には、お客さまに対する通知により本契約を解約できるものとします。 

(1) お客さまからガスの供給開始に必要となる情報を提供いただけない等、ガスの供給開始に向けた手続きに支障がある場合。 

(2) お客さまがガス機器の使用状況の変化等により約款に定める適用条件を満たさなくなった場合。 

(3) お客さまがすでに転居されている等、明らかにガスの使用を終了したと認められる場合。 

(4) その他約款に定める事由に該当した場合。 

 

他のガス小売事業者から当社へのスイッチング（切替） 
・ 他のガス小売事業者からのスイッチング（切替）により、「ドコモ ガス」をご契約いただく場合には、違約金等解約に伴う不利益事項が発生する場合があります。

現在お客さまがご契約中のガス需給契約をご確認ください。 
・ 現在お客さまがご契約中のガス需給契約の内容によっては、「ドコモ ガス」に切り替えることによって、月々の料金が高くなる可能性がございますので、ご注意くださ

い。 
 

個人情報の取扱い 
・ 個人情報の取扱いについては、当社が別に定める「NTT ドコモプライバシーポリシー」(https://www.nttdocomo.co.jp/utility/privacy/)および「パーソナル

データの取扱いに関する同意事項」（https://www.docomo.ne.jp/utility/personal_data/consent_matters/）、ならびにガス小売事業者が別に

定める「個人情報の取扱いについて」（https://www.tohogas.co.jp/siteinfo/privacypolicy/）によります。 

 

ドコモでんきサイト 
・ 「ドコモでんきサイト」は、「ドコモでんき」および「ドコモ ガス」に関する情報の掲載、お客さまのご利用状況やご利用料金をご確認いただけるマイページヘアクセス可

能な当社のインターネットサイトです。 

・ ご利用いただくには、当社が別に定める d アカウント規約に基づき発行されたｄアカウントが必要となります。 
・ ご利用料金は、過去 4 か月分ご確認いただけます。また、Mydocomo アプリをご利用いただくことで最大 12 か月分（※）のご利用料金をご確認いただけます。 

※ Mydocomo アプリのご利用が 12 か月以内の場合や、再インストールした場合、長期間データ更新されていない場合などは、過去のご利用料金が表示され

ない場合があります。 
・ 「ドコモ ガス」を解約した場合も、最大 4 か月間のご利用料金はドコモでんきサイトでご確認いただけます。 
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d ポイント提供条件 
・ 当社は、当社が d ポイントを付与する日の属する月の初日（以下「会員判定日」といいます。）の時点において、お客さまが d ポイントクラブ会員である場合、料

金算定期間におけるガス料金（割引制度を適用している場合は割引額を含みます。）のうち消費税および地方消費税相当額を除いた額※（以下「本対象額」

といいます。）を元に算定したポイント進呈対象料金（次二項に基づき算定したものをいいます。）に対し、当社が d ポイントを付与する日の属する月の前月末

日（以下「還元率判定日」といいます。）の 23:59 時点におけるお客さまの特定回線またはキャリアフリーd アカウントの紐づけ、当社が別に定める「ドコモでんき

供給約款」に基づく電気の需給契約（以下「電気需給契約」といいます。）のご契約状態、会員判定日の 0:00 時点における d カードのご契約状態、および

支払方法の設定に応じて適用される下表のドコモ ガス d ポイント還元率（以下「還元率」といいます。）を乗じる方法により d ポイントのポイント数を計算いたし

ます。※付帯サービス料金、検査料ならびに手数料その他当社が指定する金額に対しては、ポイント進呈されません。 

・ 本対象額に対し進呈する d ポイントのポイント数を計算するにあたって、最小単位は 100 円とし、100 円未満が生じる場合は切り捨てるものといたします。 

・ 本対象額を算定する過程で、消費税額および地方消費税相当額を除くにあたり、１円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。また、d ポイン

トのポイント数を計算するにあたり、1 ポイント未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てします。 

・ お客さまに対する d ポイントの付与は、原則として、ガス料金に係る請求月の月末までに行います。ただし、対象額または d ポイントの算定等における特別の事情

がある場合は、その限りではありません。 

・ 次のいずれかに該当した場合、d ポイントの進呈は行いません。 

(1) 会員判定日および d ポイントの付与時点で、お客さまが d ポイントクラブ会員でないとき。 

(2) その他、当社の業務遂行上支障があるときまたは当社が不適当と判断したとき。 

・ その他、ポイント付与の詳細は、「ドコモ ガス d ポイント提供条件」によります。 

ドコモ ガス d ポイント還元率 

電気需給契約 ｄカード契約 支払方法 還元率 

ドコモでんき Green または 

ドコモでんき Basic をご契約の方 

※1 

d カード会員 ※2※3 
d カード 1.0％ ※4 

上記以外 0.5％ 

上記以外 支払方法問わず 0.5％ ※5 

上記以外 
d カード会員 ※2※3 

d カード 0.5％ 

上記以外 0％ 

上記以外 支払方法問わず 0％ 

※1 本契約と電気需給契約が同一の d ポイントクラブ会員番号に紐づいていない場合、電気需給契約は「上記以外」となります。 

※2 d カード PLATINUM/d カード GOLD/d カード GOLD U/d カード（以下、これらを「対象 d カード」と総称します。）をご契約（以下「対象 d カード契約」

といいます。）のお客さまが対象となります。 

※3 特定回線を指定している場合は、特定回線を対象 d カード契約のご利用電話番号として登録している必要があります。なお、特定回線の名義は、本契約

の名義と同一である必要があります。特定回線を指定していない場合は、対象 d カード契約と本契約が同一の d ポイントクラブ会員番号に紐づいている必要

があります。 

※4 特定回線を指定している場合は、電気需給契約と対になる回線契約として、特定回線と同一の回線契約を指定している必要があります。特定回線を指

定していない場合は、対になる回線契約を指定していない電気需給契約があり、かつ、本契約と電気需給契約が同一の d ポイントクラブ会員番号に紐づいて

いる必要があります。上記を満たしていない場合、還元率は 0.5%となります。 

※5 当社が別に定める d アカウント規約に基づき、特定回線に紐づく当社が発行したドコモ回線 d アカウントまたは本契約に紐づくキャリアフリーd アカウントにつ

き、d アカウント規約に定める利用者情報登録を実施していない場合、d ポイントの進呈は行いません。 

 

その他 
・ お客さまが検針のための作業等でガス小売事業者または一般ガス導管事業者の係員の行う作業を正当な理由なくして拒みまたは妨害した場合、ガスを不正に

使用した場合、一般ガス導管事業者のガス工作物を故意に損傷し、当社、ガス小売事業者または一般ガス導管事業者に重大な損害を与えた場合には、ガス

の供給を停止することがあります。 

・ お客さまがガス小売供給に係る無契約状態となり、一般ガス導管事業者がお知らせする供給を停止する日までにお客さまが新たなガス小売供給に係る契約

（最終保障供給契約を含みます。）を締結しなかった場合、一般ガス導管事業者は、ガスの供給を停止することがあります。 

・ この書面は、ご契約に関する全ての内容を記載しているものではありません。その他詳細事項等は、ドコモでんきサイトの対象ページ（https://denki.docomo.

ne.jp/terms/index.html?service=gas#gas）より約款等をご覧ください。 
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料金表（税込） 
がすてきトクトク料金 

料金表 
1 か月の 

ガスご使用量 

基本料金 

（円/件・月） 

基準単位料金 

（円/㎥）※1 

A 表 0 ㎥から 20 ㎥まで 759.00 208.82 

B 表 20 ㎥をこえ 50 ㎥まで 1,649.38 164.30 

C 表 50 ㎥をこえ 100 ㎥まで 1,987.02 157.55 

D 表 100 ㎥をこえ 250 ㎥まで 2,143.87 155.98 

E 表 250 ㎥をこえ 500 ㎥まで 2,711.70 153.71 

F 表 500 ㎥をこえる場合 7,109.25 144.92 

 

床暖トクトク料金 標準プラン 

基本料金 

（円/件・月） 

基準単位料金 

（円/㎥）※1※2 

2,915.00 120.89 

 

床暖トクトク料金 エコジョーズプラン 

基本料金 

（円/件・月） 

基準単位料金 

（円/㎥）※1※2 

2,860.00 117.84 

 

あったかトクトク料金 

適用期間 料金表 
1 か月の 

ガスご使用量 

基本料金 

（円/件・月） 

基準単位料金 

（円/㎥）※1※2 

暖房期 

（12 月～４月使用分） 

A 表 0 ㎥から 20 ㎥まで 990.00 175.69 

B 表 20 ㎥をこえ 70 ㎥まで 1,265.00 161.94 

C 表 70 ㎥をこえる場合 3,052.50 136.41 

暖房期を除く期間 

（５月～11 月使用分） 

A 表 0 ㎥から 20 ㎥まで 759.00 210.52 

B 表 20 ㎥をこえ 50 ㎥まで 1,588.88 169.03 

C 表 50 ㎥をこえ 100 ㎥まで 1,833.33 164.14 

D 表 100 ㎥をこえ 250 ㎥まで 2,077.77 161.70 

E 表 250 ㎥をこえ 500 ㎥まで 2,648.14 159.41 

F 表 500 ㎥をこえる場合 7,109.25 150.49 

※1 原料費調整制度に基づき、都市ガスの原料である LNG（液化天然ガス）・LPG（液化石油ガス）の価格（以下「原料価格」といいます。）の変動に 

応じて、原則として毎月調整いたします。なお、原料価格の高騰等によっては、原料費調整額が大きくなることがあり、ガス料金が大きく変動する可能性が 

あります。 

※2 ガス使用量が少ない場合や原料価格が高い場合は、平均原料価格に上限を設定しているがすてきトクトク料金と比べてガス料金が高くなることがあります。 

 

本書面の内容は 2025 年 11 月 5 日時点のものです。 


